
船舶事故調査報告書 

令和２年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年９月４日 ０９時００分ごろ 

発生場所 山形県鶴岡市堅
かた

苔沢
のりざわ

漁港西南西方沖 

 波渡
は と

埼灯台から真方位２５５°３.６海里付近 

 （概位 北緯３８°４０.３′ 東経１３９°３３.３′） 

事故の概要  漁船勘
かん

栄
えい

丸は、西進中、また、プレジャーボートAKATU
ア カ ツ

KI
キ

は、漂泊

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和元年９月５日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 勘栄丸、４.８トン 

   ＹＭ３－５１００（漁船登録番号）、個人所有 

   第２１１－１７９２１号（船舶検査済票の番号）  

Ｂ プレジャーボート AKATUKI、５トン未満（長さ５.７０ｍ） 

   ２３０－２３７４４山形、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船外機に破損、左舷船尾部竿
さお

立てに破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、前部甲板左舷側、操舵室寄りの

場所で船尾方を向いて座り、左舷舷側からはえ
．．

縄を海中に投入しなが

ら自動操舵により航行した。 

船長Ａは、投縄中、振り返って見たところ、船首方にＢ船を認めた

が、ふだんプレジャーボート等が操業中の漁船を避けてくれるので、

Ｂ船もＡ船を避けてくれると思い、Ｂ船を見ながら同じ針路及び速力

で投縄を続けていたところ、Ｂ船に移動する気配がなく、危険を感じ

て機関を中立運転としたが、Ｂ船と衝突した。 

Ａ船は、モーターホーンを装備していた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船外機を中立運転として漂泊し

ていた。 

船長Ｂは、操縦席に腰を掛けてうつむいた姿勢で釣り糸のもつれを

解き始め、１０分間ほど経過した頃、船尾方から機関音が聞こえ、船

尾方を見たところ至近に迫るＡ船に気付いた。 

Ｂ船は、船長Ｂが船外機のクラッチレバーを前進に操作しようとし



たが間に合わず、Ａ船と衝突した。 

分析 Ａ船は、投縄しながら航行中、船長Ａが、前路で漂泊するＢ船が操

業中のＡ船を避けてくれると思い、同じ針路及び速力で航行したこと

から、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、うつむいた姿勢で釣り糸のもつれを解

いていて船尾方から接近するＡ船に気付くのが遅れたことから、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が投縄しながら航行中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、

Ｂ船が操業中のＡ船を避けてくれると思い、同じ針路及び速力で航行

し、また、船長Ｂがうつむいた姿勢で釣り糸のもつれを解いていて船

尾方から接近するＡ船に気付くのが遅れたため、両船が衝突したもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操業中、他船と接近した場合には、すべての船が操業中の漁船の

進路を避けてくれると思わず、早期に有効な音響信号により注意

喚起を行うとともに、避航措置を講じること。 

・漂泊中であっても、自船に接近する他の船舶との衝突を避けられ

るよう適切な周囲の見張りを行うこと。 

 


